
2 0 1 7 年 9 月・海 外 課 程
【 知 財 i s t 研 修 2 0 1 7 】

知財 ist®（チザイスト）になろう！

知財ist（チザイスト）研修2017　海外課程開講
「知財 ist（チザイスト）」とは、知財実務担当者、および知財のプロフェッショナルを目指す人材を表すものとし
ていますが、知財のプロはもちろん、もっと裾野の部分も含め、あらゆるフィールド、あらゆるシーンで『知財を
意識しながら活躍している人』をイメージしています。

知財 ist 研修は、単なる知財の知識だけではなく、知財に関するものの考え方を総合的、網羅的、体系的に研修します！

科目名 日程 講師　・　受講料（テキスト代含む）（消費税８％込み）
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１．知的財産権と
　　国際条約概論
～パリ条約と TRIPS 協定
　を中心として～

9/12( 火 )
10:00 ～ 17:00
☆

東京理科大学教授　弁理士　淺見　節子　氏

　本科目では、知財実務担当者や法務関係者のために、知的財産
関係の国際条約について、権利取得に関連する事項や実務的に重
要な事項を中心に、パリ条約、TRIPS 協定、商標・意匠関係条
約について解説いたします。

（全１日間：会員 18,000 円、一般 22,000 円）

２．PCT と欧州特
　　許制度の活用
～欧州特許制度を有効活用
　するための知識・手段～

9/20( 水 )
10:00 ～ 17:00
☆

青和特許法律事務所　弁理士　下道　晶久　氏

　本科目では、特許庁と WIPO での豊富な実務経験を有する講
師により、特許協力条約（PCT）と欧州特許条約（EPC）の基
本的事項について説明し、欧州特許出願、及び欧州特許出願の約
60％を占める Euro-PCT 出願による欧州特許取得の手続きにつ
いて解説します。また、その中で、新規性喪失の例外（グレース・
ピリオド）、異議申立制度、拡大先願の適用範囲等について、日・
米との相違点について言及し、また、現行の欧州特許条約（EPC）
と欧州連合（ＥＵ）による欧州統一特許制度との関係について解
説いたします。

（全 1 日間：会員 18,000 円、一般 22,000 円）

３．米国特許出願
　　の実務と管理
～複雑な米国特許システム
　について、一日で体系的
　に解説～

9/26( 火 )
10:00 ～ 17:00
☆

中村合同特許法律事務所　弁理士　服部　博信　氏

　本科目では、米国特許の出願から登録まで、実務を中心に体系
的に説明し、様々なケースを想定しながら、講義＋演習形式で解
説していきます。米国特許法改正（ＡＩＡ）についても旧法、新
法を比較しながらわかりやすく講義し、グループ演習を通じて理
解を深めます。

（全 1 日間：会員 18,000 円、一般 22,000 円）

４．中国特許出願
　　の実務と管理
～中国現地代理人としての
　実務上のノウハウも
　伝授～

10/3( 火 )
10:00 ～ 17:00
☆

北京銀龍知識産権代理有限公司　弁理士　雙田　飛鳥　氏

　本科目は、中国特許に関して、出願・代理人・審査官の基本情
報から分割や PPH などの出願段階の手続、他社出願経過の確認
方法、情報提供、登録要件（媒体クレーム）、審判手続、誤訳対
策まで、網羅的に講義します。日本と対比しつつ現地ならではの
ノウハウも伝授します。また、昨年 11 月に国務院等から知的財
産権保護の強化に関する意見が出され、それに呼応するように同
12 月に北京知識産権法院で 5000 万元の賠償が命じられた件な
ど最新動向についても紹介します。

（全１日間：会員 18,000 円、一般 22,000 円）

上記１～４
海外課程４科目
４日間おまとめ受講

海外課程：全４日間
会員 66,000 円、一般 82,000 円

（海外課程４科目、おまとめ受講は、割引価格となっております。）

■申込：FAX もしくは、HP からお申込みください。（http://www.jiii.or.jp「知財 ist 研修・スポット講座他」）→「知財 ist（チザイスト）研修」）または、検索ワード
⇒「発明推進協会　チザイスト」で検索してください。　
※「お申し込みフォーム（FAX 用）」も WEB ページよりダウンロードできます。
※受講の際は、法文集など、条文の参照できるもの（例、発明推進協会発行「知的財産権法文集」）をご持参ください。
※ 1 ～４☆の科目は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。本研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として、1 日あたり 5.5 単位が認められる予定です。
※「創造２日間（9 月開講）」、「訴訟 7 日間（10 月開講）」、「調査４日間（10 月開講）」、「経営 4 日間（2018.2 月開講）」課程もございます。
◆お問い合わせ先◆
〒 105-0001　東京都港区虎ノ門 2-9-14　一般社団法人　発明推進協会　知的財産情報サービスグループ　研修チーム
TEL：03-3502-5439　FAX：03-3506-8788　E-mail：chizaist@jiii.or.jp


